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未熟児家庭訪問において保健師が児童虐待を 
察知する際に重要と考えるアセスメント項目の検討 

――保健師経験年数による比較―― 
 

An examination items that are considered important when detecting child abuse during home visits 

by municipal public health nurses for premature infants 

―― Comparison by years of experience as public health nurses ―― 

 

安藤 継子 1) 

 

1) 元静岡県立大学看護学部 

 

抄 録 未熟児は、児童虐待の要因の一つとされている。そのため未熟児家庭訪問において、虐待予防のための養育

者への支援の必要性を見極めることが重要である。支援の必要性を見極めるにはアセスメント力が重要であるが、そ

れは保健師経験年数により左右される可能性がある。本研究では未熟児家庭訪問に携わる保健師が児童虐待を察知す

る際に重要と考えるアセスメント項目の違いを明らかにすることを目的に保健師43人に質問紙調査を行い、保健師経

験５年以下の新任保健師（1群）と6年以上の保健師（2群）とを比較した。結果は“母親の抑うつ度”に有意差が示

された。結果より、2群は繰り返しの家庭訪問の経験からの観察、母親の変化の察知、状況を過去の経験との照合・比

較することにより、将来起こりうることを予測しアセスメントしているので、母親の抑うつについて重要と考えてい

たと推察された。 

キーワード：未熟児家庭訪問、アセスメント、児童虐待、抑うつ、保健師 

 

Abstract  One factor in child abuse arises from in the case of premature infants. In order to prevent abuse of premature 

infants, we believe that it is important to conduct an assessment to determine the need for support for caregivers to prevent 

abuse during home visits of premature infants conducted by municipal public health nurses. Therefore, we conducted a 

questionnaire survey of 43 public health nurses including 14 questions regarding items that are considered important when 

detecting child abuse during home visits for premature infants, including factors. The results were divided into two groups: 

public health nurses for 6 or more years of experience and public health nurses 5 years or less. The results showed that there 

was a significant difference in degree of maternal depression among the group who had been working as a public health nurse 

for six years or more compared to the less experienced group. This is likely because more experienced public health nurses 

have better systematic observation skills, extensive experience, the ability to reason about the relationships between various 

phenomena, and the ability to reconsider care actions based on repeated care experiences. We speculate that these skills and 

experience allowed the experienced public health nurses to detect cases of abuse more accurately. 
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1. はじめに 

1.1 研究背景  

児童相談所において、児童虐待に関する相談対応件数

は、児童虐待防止法施行前の平成11（1999）年度は、

11,631件であったものが、令和 2（2020）年度は、

205,044件となり約17.6倍に増加している 1)。一方、年

間の出生数は、第１次ベビーブーム期（1947～49年）の

各年には約270万人、第2次ベビーブーム期（1971～74

年）の昭和48（1973）年には約 210万人であったが、昭

和 50（1975）年には200万人を割り込み、それ以降毎年

減少し続けた。昭和59（1984）年には150万人を割り込

み、平成3（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが

ら緩やかな減少傾向となり、令和2（2020）年の出生数

は 84万835人となった 2)。児童虐待に関する相談対応件

数は、出生数が右肩下がりに減少し続けているのとは対

照的に、増加している。 

虐待を受けた児が未熟児 1 であった場合には、単に胎

外生活に適応する成熟度に達していないというだけでな

く医療を要する疾患を抱え、育児困難になることが多い

ことが先行研究で示されている 4)。さらに疾患により、

NICUに入院するため母子分離期間があり、母親がネガ

ティブな感情を抱きやすく、育児行動に影響を及ぼすこ

とが考えられる。 

平成24（2012）年の母子保健法改正に伴い、低出生体

重児の届出、未熟児養育医療の申請について、従来保健

所が担っていたものが市区町村に移譲され、低出生体重

児出生に伴う“未熟児訪問指導”は、平成25（2013）年

度から市区町村の保健師が主体的に行うこととなった。

未熟児は児童虐待の要因の一つと報告 5)されているが、

妊娠届出から、未熟児訪問指導、乳幼児健診と一貫した

指導体制がとられるようになったため、児童虐待予防に

ついて市区町村保健師の力量に期待が寄せられている。

児童虐待相談対応件数の中で被虐待者の年齢別対応件数

について、就学前の乳幼児が45%以上と高い割合を占め

ており 6)、児童虐待予防について市区町村保健師の果た

す役割に求められる期待は高くなっている。 

未熟児訪問指導等の保健師の家庭訪問は、通常単独で

実施されることがほとんどである。保健師は、家庭訪問

場面においても、アセスメント力が求められる。 

児童虐待予防支援では予防の観点から対象児、養育

者、養育家庭、養育環境を早期にアセスメントしていく

必要がある。

 

看護におけるアセスメントとは、対象の健康状態を把

握するうえで必要となるデータの収集・分析という過程

を経て、健康上の問題（＝看護上の問題）の有無または

支援の必要性の有無についての結論を導くことである。

顕在する問題があるとアセスメントされたときには、そ

の問題を引き起こしている因子（関連因子）を推論し、

顕在する問題がないとアセスメントされたときには、潜

在する問題の有無をアセスメントし、その問題を引き起

こす因子（危険因子）を特定し、問題の構造を明らかに

した上で結論を導く 7)。従って、アセスメントにより、

支援内容が全く異なってしまうと言っても過言ではな

い。顕在化した問題、潜在化した問題をアセスメントで

きるか否かは児童虐待予防支援において、大きな分かれ

道につながると考える。しかし、未熟児訪問指導に携わ

る市区町村保健師のアセスメントについて、研究はほと

んど行われていない。 

保健師の経験年数によりアセスメントについて、未熟

児家庭訪問において児童虐待を察知する際に重要と考え

るアセスメント項目に違いがあるのではないかと考えた。 

 

1.2 研究目的 

本研究では、未熟児家庭訪問に携わる市区町村保健師

が、児童虐待予防のために養育者への支援の必要性を見

極めるために、アセスメントの段階でどのような情報を

重要視しているのか、保健師経験 5 年以下の新任保健師

と 6 年以降の保健師を比較し、重要視しているアセスメ

ント項目の違いを明らかにすることを目的とする。 

 

1.3 研究の意義 

未熟児家庭訪問に携わる市区町村保健師の虐待予防の

ためのアセスメントについて、何を重要視してアセスメ

ントをしているのかを明らかにすることは、今後の児童

福祉行政及び保健師の地区活動に寄与するものである。 

重要視する情報の経験年数での違いが明らかになるこ

とで、新任保健師への教育内容を検討することができ、児

童虐待の早期発見・予防としての現任教育の向上に寄与

できる。 

 

2. 研究方法 

2.1 研究デザイン 

観察研究（質問紙調査）である。 

 

2.2 用語の操作的定義 

2.2.1 未熟児家庭訪問 

未熟児家庭訪問とは、養育上必要と認められた未熟児

について、保健師がその家庭を訪問して、必要な指導を行

うこととした。 

 

1未熟児とは、新生児の 4 分類である“出生体重”“在

胎週数”“臨床所見”“在胎週数と出生体重の両者” 

によるもののうち“臨床所見” による分類に属し、胎

外生活に適応するのに十分な成熟度に達していない未

熟徴候を備えた児のことである 3）。 
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2.2.2 アセスメント 

アセスメントとは、目的的データ収集に基づき、児童虐

待を察知するためのデータ収集を行い、分析し、虐待の有

無、支援の必要性を導くこととした。 

 

2.2.3 新任保健師 

新任保健師とは、保健師経験年数が5年以下の保健師

とした。 

 

2.3 研究対象者 

対象者は、2019年の出生率が全国平均並びにA県の

人口千対7.08)と同様のA県B市の正規保健師43人であ

る。 

 

2.4 データ収集方法 

本研究の実施に際し、B市の保健分野、福祉分野の長に

趣旨や倫理的配慮について説明し研究協力を依頼し承諾

を得た。質問紙は、依頼文とともに保健師全体を統括する

保健師に配布、回収袋の設置を依頼した。 

 

2.5 質問紙調査項目 

先行文献 5, 9)を参考に、児童虐待について①子どもの要

因として＜対象児の成長＞＜対象児の精神・運動発達＞

＜対象児の医療依存度＞、②養育者の要因として＜母親

の年齢＞＜母親の抑うつ度＞＜親の知的、精神的問題＞

＜親の被虐待経験＞、③家族の要因として＜祖父母、対象

児の兄弟の情報＞＜家庭の経済状況＞＜夫婦関係（DV等）

＞＜家庭の育児環境（清潔、整頓等）＞とした。医療依存

度を知るために＜助産師との連携＞＜医療機関（NICU、

GCU）との連携＞について追加し、さらに予備的知識を

知るため＜他の都道府県の情報（文献等）＞を入れた。以

上の項目が未熟児訪問指導時に児童虐待を察知するため

のアセスメントに関して、どの程度重要と考えるかを［1：

まったく重要でない、2：あまり重要でない、3：どちらと

も言えない、4：やや重要である、5：非常に重要である］

の 5件法で尋ねた。 

 

2.6 データ収集期間 

2020年 10月～2020年 12月 

 

2.7 データ分析方法 

保健師経験年数により5年以下（1群）と、6年以上（2

群）に分類した。未熟児家庭訪問時に虐待を察知するため

の 14項目のアセスメントに関して、どの程度重要と考え

るかを２群間で Mann-Whitney の U 検定を用いて解析し

た。有意確率5%未満を有意差ありとした。なお、ペアワ

イズ削除による欠損値処理を行った。 

 

2.8 倫理的配慮 

対象者には、本研究の趣旨、研究参加の任意性、匿名性

の確保など情報の保護について文書を用いて説明した。

回答用紙チェック欄にチェックすることをもって、承諾

を得た。本研究は、山梨大学医学部倫理審査委員会による

承認（No. 2213）を得て実施した。 

 

3. 結果 

B 市正規保健師 43 人のうち、回答が得られた 41 人に

ついて分析した。回収率は95%であった。 

 

3.1 分析対象者の経験年数 

分析対象者41人の経験年数を表 1に示す。表1のと

おり保健師の経験年数は、5年以下が9人、6年以上が

32 人、平均経験年数が19.27年であった。 

保健師経験年数5年以下9人の内訳は、1年未満2人

（22.2%）、1年以上2年未満3 人（33.3%）、2年以上 3

年未満3人（33.3%）、3年以上 4年未満1人（11.1%）

であった。一方、保健師経験年数6年以上 32人の内訳

は、6年以上 10年未満2人（6.3%）、10年以上20年未

満 8人（25.0%）、20年以上30 年未満14人（43.8%）、

30 年以上8人（25.0%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 保健師経験年数によるアセスメント項目の群間の

差 

保健師経験5年以下の群（1群）と保健師経験6年以

上の群（2群）の2群間で、Mann-WhitneyのU検定を

用いて検討した。結果を表2に示す。 

表 2のとおり未熟児訪問指導時に児童虐待を察知する

ためのアセスメント14項目において、＜母親の抑うつ

度＞ に有意差が示された（p＝.010）。 

 

表 1 保健師の経験年数(n=41) 

保健師経験年数 ｎ(人)＝9 ％ 

5 年以下 9 22 

1 年未満 2  

1 年以上 2 年未満 3  

2 年以上 3 年未満 3  

3 年以上 4 年未満 1   

保健師経験年数 ｎ(人)＝32 ％ 

6 年以上 32 78 

6 年以上 10 年未満 2   

10 年以上 20 年未満 8  

20 年以上 30 年未満 14  

30 年以上 8   
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4. 考察 

Mann-WhitneyのU検定の結果、有意差があった“母

親の抑うつ度”について、経験 6年以上の保健師が、な

ぜ未熟児家庭訪問時にアセスメント項目として重要と考

えていたのかを考察していく。 

 

4.1 保健師経験 6年以上の保健師がなぜ“母親の抑うつ

度”をアセスメント項目として重要と考えていたのか 

平成25（2013）年に、“子ども虐待対応の手引”の改

正 5)が行われ、市区町村の役割として、児童虐待の発生

予防について、子どもが生活する身近な地域で行われる

ことが基本であり、市区町村の子育て支援資源を十分に

活用することがうたわれた。市区町村で実施する子育て

支援事業は、児童虐待の予防につながるものであり、児

童虐待予防の視点で住民サービスの内容が示された。 

住民サービスの展開にあたり先行研究 10）によると、

経験年数6年以上の保健師は「家族の健康問題」を観

察・アセスメントし、「家族の育児協力体制を整える」

「具体的な家事の手順を教える」「これまでのエピソー

ドから対象の行動を予測し」自ら下した過去のアセスメ

ントと比較し、状況の差異を認識し 11)、支援を実施して

いた。 

すなわち、今まで行ってきた新生児家庭訪問の経験か

ら母親の抑うつについて、その後の経過について予測

し、支援を組み立てることを行っていたので“母親の抑

うつ度”をアセスメント項目として重要と考えていたと

推察される。 

 

 

4.2 新任保健師の抱える困難と経験 6 年以上の保健師

が実施している予防的支援 

母親の抑うつに影響を与える要因は、“育児困難感が高

い”“育児支援者なし”、ということが報告されている 12)。

育児放棄経験ありの母親のうち、58.6%にうつ傾向があっ

た 13)ことが明らかにされている。 

新任保健師の、就業4か月時から12か月時の家庭訪問

能力について、有意な変化がなかった項目として、“アセ

スメントの情報を関連づけた総合的な判断”、“訪問場面

の健康課題の特性と優先性の判断”があった 14)。また“業

務を実施する際の知識や技術不足を感じる”、“個別支援

のむずかしさがある”という困難さを抱えており、“その

場に応じたアセスメントや対応が難しい”ことが報告 15）

されている。 

すなわち、新任保健師は知識や技術の不足を感じてお

り、訪問場面での健康課題の特性と優先性のアセスメン

トが難しいという困難を抱えており、さまざまな情報を

組み合わせての総合的、統合しての判断が十分にできか

ねる状況があると推察される。 

経験年数10年目以上の保健師は、家庭訪問において生

活の中に入り、母親の話を多角的に十分聴くことにより、

母親を受け止め、具体的な暮らしぶりや育児のようすを

把握し、育児を一緒に行い、母親のそばで見聞きすること

により、困りごとやニーズを引き出すことをしていた 16)。

また、家族内の家族成員の関係性、夫・祖父母との関係を

捉え、家庭内での調整が可能かどうかのアセスメントを

行い、家庭外からの支援も必要であると結論づいた場合
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は、民生委員及び保育士などと虐待リスクを共有し連携

を考え、養育家庭訪問事業、保育園の利用等々について提

案し、使用できる資源をあらゆる角度から検討し、対象に

適した支援を行っていた 17)。 

すなわち、経験6年以上の保健師は“母親の抑うつ度”

をアセスメントすることにより、抑うつの影響因子であ

る“育児困難感”“育児支援者なし”を解消する支援につ

なげ、それらを解消することにより、児童虐待予防を行っ

ていたと考える。 

新任保健師への支援・教育について、“母親の抑うつ度”

をアセスメントすることの重要性を教育していく必要が

あり、抑うつについてのアセスメントが行えることが児

童虐待の察知、予防的支援につながると考える。 

 

5. 結論 

本研究は未熟児家庭訪問に携わる市区町村保健師が、

児童虐待予防のために養育者への支援の必要性を見極め

るために、重要視しているアセスメント項目について、

経験5年以下の新任保健師と6年以上の保健師で比較検

討した。 

その結果、“母親の抑うつ度”について有意差が示さ

れた。結果から、経験6年以上の保健師は、状況を全体

として捉え実践的経験から観察により児童虐待に移行す

る変化を察知し、過去の経験と照らし合わせ比較し将来

起こりうることを予測しアセスメントしており、“母親

の抑うつ度”をアセスメント項目として重要と考えてい

た。母親の抑うつを早期に見いだし、抑うつへの影響因

子である育児困難感、育児支援者がいない状況を解消す

る支援は、児童虐待予防につながると言える。 

新任保健師教育においては、児童虐待の早期発見・予

防を目的として“母親の抑うつ度”をアセスメントする

ことの重要性を示す必要がある。さらに抑うつに関する

アセスメントを適切に行える支援・教育体制を構築する

ことは、児童虐待予防の視点から重要であると考える。 

 

6. 本研究の限界と課題 

本研究は、一つの市を対象としており、回答数が41

であり本結果を一般化することはできない。 

本研究では、“母親の抑うつ度”について、保健師経験

6 年以上の群は、アセスメント項目として重要視していた

が、その項目を重要視しアセスメントしたことが、児童虐

待予防につながっているのかどうかの研究を実施してい

く必要がある。 
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